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は じ め に

　仁田　今日はお忙しい中，皆様お集まりいただきま
して，ありがとうございます。
　このたびは『日本労働研究雑誌』が，創刊当時の
『日本労働協会雑誌』から誌名は変わっているわけで
すが，創刊満 50 年目でなおかつ 600 号を迎えたとい
うことで，編集委員会の方で本日の座談会を企画され
たとうかがっています。このような学界の重鎮メン
バーをお迎えして私が司会というのも少々荷が重いの
ですが，せっかくの記念号でもありますし，お引き受
けいたしました。
　50 年というのは，結婚でいえば金婚式にもあたる
ような，ほんとうの節目です。50 年間全部を見渡し
てということはなかなか難しいわけですけれども，こ
れまでの 100 号ごとの記念号の目次などをみています
と，世の移り変わりといいますか，雑誌に掲載された
論文を通じた労働研究の移り変わりといったものが思
い浮かんできます。本日は労働に係る研究がどのよう
に動いてきたのかといったあたりからまず議論を始め
たいと思っています。
　次に，今後に向けて，ということで，現在の研究状
況について，それぞれの立場からどういう問題意識を
お持ちなのかということをそれぞれお話しいただき，
最後に，『日本労働研究雑誌』が戦後 50 年間，日本の
労働研究の中でどのような役割を果たしてきたのか，
またそれを今後とも維持発展させる必要があるわけな
んですが，そのためにはどういうことを今後期待して
いるのかについて，お話しいただければと思います。

Ⅰ　労働研究の変遷──『日本労働研究雑
誌』の 50 年間を通じて

　それでは，まず私の方から各 100 号の記念号をそれ
ぞれ眺めてみた感想を少し申し上げますと，200 号記
念号は 1975 年 11・12 月合併号，300 号は 1984 年 4・
5 月合併号になるのですが，どうもこの 200 号と 300
号の間に大きな転換点があるのではないかという感じ
がします。
　それはもちろん関わっている人の面もあります。つ
まり，200 号までは何といっても雑誌の精神は中山伊

知郎先生の存在によって強く支えられていたのではな
いか。それに対して，300 号のときには会長も隅谷三
喜男先生に代わっていますし，また雑誌の編集委員の
顔ぶれも大きく変わった後です。
　どう変わったか具体的に，というと少し難しいので
すが，多様化，多面化してある意味で多彩な方向性が
開かれたように受け取れます。
　400 号記念号あたりになりますと，私自身も編集委
員として関与しているのですが，さらにもっと拡散し
ていくという印象があります。やはり研究状況がそう
いうふうに転換していったのかなと思います。
　遡って 100 号をみますと，労使関係が主たるテーマ
なんですが，まだ日本の労使関係はこういうものだと
いうことについての基礎的なものができている途中の
ような感じがします。それが 75 年の 200 号ぐらいに
なると，ある程度研究の蓄積がされてきて，姿形が
はっきりしてきたというのがよく出てくる。偶然です
が，OECDの対日労働報告の調査団が来た時期とも
重なったりと，75 年というのはシンボリックな時期
だったのではと思います。
　稲上先生は 200 号，300 号ともに書いておられます
よね。

＊労働社会学研究の変遷

　稲上　産業や労働の社会学という領域だけに限って
いいますと，300 号のあたりでしょうか，85 年前後で
の違いもかなり大きいのではないかという印象があり
ます。
　第二次大戦後の学説史をたどってみますと，1950
年代の研究を主導した問題意識といえば，それは端的
にいって民主主義的な近代化といったものだったと思
います。これは何も労働研究に限ったことではなかっ
たわけですが，非近代的で貧しい，欧米に後れた特殊
な国・日本をより豊かな国にするためには，これから
どうしていったらよいのかという関心が強かったと思
います。
　この 50 年代にはいまからみても大事な業績が数々
あります。たとえば尾高邦雄教授の二重帰属意識の研
究です。その当時，対立的な労使関係が当たり前と考
えられていましたが，実際に調べてみると必ずしもそ
うではない。会社に対して好意的な人は組合に対して
も好意的な見方をしているということが分かりまし
た。
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　その後，昭和 29 年の
末から 30 年にかけて，
松島静雄教授と間宏教
授などによって日立鉱
山の調査が行われまし
た。その成果はとても
貴重なもので現在にも
影響を与えていると思
います。松島教授は，
近代的労資関係をベー
ルするような封建遺制

的で家父長制的な生活保障的経営家族主義というもの
を抉り出されたうえで，しかしそういうものはやがて
克服されるべきもの，変わっていくべきもの，近代化
されるべきものであると考えていました。そしてその
近代化を促す要因としては，技術革新，労働組合運
動，福祉国家の本格的な形成といったことが考えられ
ていたわけです。それらによって日本的な労務管理あ
るいは経営家族主義的なものが近代化していくはずだ
とお考えでした。
　折しも日本生産性本部ができて，その副会長でも
あった中山伊知郎教授によって生産性運動三原則が提
示されました。雇用の安定，労使協議，分配公正とい
うことが主張され，これによって日本の経営の礎がし
つらえられたというのが私の理解です。
　このように，1950 年代，60 年代のはじめまでは，
日本の経営や労使関係のあり方，雇用慣行，そういっ
たものは近代化していくべきものだとみなされ，欧米
社会それも実態というよりは理念先行だったとは思い
ますが，規範的に望ましいものとして想定されていた
と思います。
　しかし 60 年代の末くらいからでしょうが，ロナル
ド・ドーア教授，間宏教授，岡本秀昭教授らによって
日英労使関係の比較研究が行われました。これが大き
な変化の節目になったと思います。その代表的な成果
がドーア教授の『イギリスの工場・日本の工場』です。
ドーア教授の結論は日本モデルには先進性があり，し
たがって国際的にみれば，先進諸国の雇用慣行や労使
関係も日本モデルにむかって収斂していくだろうとい
う非常にショッキングなものでした。
　ところが，大変興味深いことに，間教授は同じ調査
で同じ電機産業を対象にやっておられたのですが，そ
の結論は日英間では会社と労働組合に対する労働者の

見方と行動様式が正反対，日本の会社人間がもつ「狂
気の勤勉」をどうしたら治すことができるかというも
のでした。お二人は同じ調査にかかわり協力してやっ
ておられたのですが，辿りついた結論はまことに対照
的，互いに対抗的な性格のものでした。調査の末席に
いた者として，いまでも強い印象があります。
　このように，50 年代，60 年代はじめまでは日本の
経営，労使関係，雇用慣行は非近代的であり，克服さ
れるべきものと考えられていたのですが，それが 70
年代にかかる頃には高度経済成長とともにその見方が
逆転し，国際的にも次第に高く評価されるようになり
ました。その画期をなした調査が日英労使関係比較研
究であり，日本モデルへの国際的収斂という見方が登
場したわけです。まことに目覚ましい変化だったと思
います。
　そののち，70 年代から 80 年代にかけて，特にプラ
ザ合意の前まであたりは，日本において「豊かな労働
者」の政治意識と行動がいかなるものであるか，また
石油ショック後には政策推進労組会議が立ち上がると
いったこともあって「政策参加」という議論に関心が
集まりました。日本の「豊かな労働者」研究の背景に
あった私の問題意識は，冷戦構造下の「豊かな社会」
のなかでマルクス主義の社会理論とその運動がどうい
う意味をもちうるのか，もし「豊かな労働者」が大量
に形成されているとすれば，それはマルクス主義の社
会理論とその運動に対して致命的な影響を与えるだろ
うというものでした。
　その当時，マルクス主義社会理論の対立項として，
アメリカのカー，ダンロップ，ハービソン，マイヤー
ズといった人たちによって，アメリカ社会への国際的
収斂を展望した「インダストリアリズムの論理」とい
う議論が提起され，日本の学界にも大きな影響を与え
ていました。しかし「豊かな労働者」の大量出現に
よってマルクス主義が衰退し，それに代わって「イン
ダストリアリズムの論理」が勝利したのかといえば，
実はそうではないという情景が 70 年代のわりに早い
時期からみられるようになりました。ダニエル・ベル
『脱工業社会の到来』，ロナルド・ドーア『イギリスの
工場・日本の工場』が刊行されたのはいずれも 73 年
のことだったからです。
　80 年代に入ると，定年延長問題などを背景にした
高齢化問題とかME革命といったことが大いに議論
されました。その後 85 年にプラザ合意があり，円高

にった・みちお 氏
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不況と産業空洞化といったことに関心が集まりました
が，その 80 年代半ばに一連の注目すべき労働法改正
が行われたわけです。パートタイム労働対策要綱，労
働者派遣法，男女雇用機会均等法，高年齢者雇用安定
法などがそれです。
　そしてこの時期，いまでもさまざまに語られる経営
の新しいあり方とか人事管理の新しい手法といったこ
とが相当議論されたという気がしています。つまりこ
の 80 年代半ば以降，プラザ合意とその政策対応，そ
して一連の労働法改正，こうした出来事が大きなきっ
かけとなってひとつの転換期が訪れたというのが私の
理解です。
　労使関係の分野ではユニオン・アイデンティティ運
動とか連合の誕生といった動きに関連して，日本にネ
オ・コーポラティズムのようなものは成り立ちうるの
かといった議論もありました。
　90 年代はいわゆる「失われた 10 年」といわれるわ
けですが，バブルと冷戦構造の二重崩壊にはじまり，
超円高，金融ビッグバン，規制緩和といった新しい流
れのなかで労使関係や組合研究がめだって後退して
いったという印象があります。その一方で，雇用労働
のあり方に大きな影響を与える新しいテーマとして
コーポレート・ガバナンスが問題にされるといった状
況も生まれました。
　そしてこの 10 年ですが，全体としてみれば，日本
の経営とか雇用慣行，労使関係，さらに労働政策のあ
り方もかなり基本的なところから再設計する必要があ
りはしないかという見方がいろいろ深刻な現実を踏ま
えて浮上してきたと思います。50 年代や 60 年代はじ
めまでとは内容は違っていますが，もういちど日本の
経営や雇用慣行に対する批判的見方が勢いを得た時代
であるようにみえます。個別労働紛争の増加，非正規
雇用問題の深刻化，女性の就業促進・活用政策とワー
ク・ライフ・バランスの再構築，成果主義管理の実態
といったさまざまな議論の積み重ねのなかで，個別化
していく雇用関係とマクロ人的資源管理の問題点がそ
れぞれ浮き彫りになった時代であるという気がしてい
ます。
　長くなってしまいましたが，産業や労働の社会学は
これまで日本の経営，労使関係，雇用慣行の実態や今
後のあり方について一貫して追いかけてきたわけです
が，その実態の変化もさることながら，実態を評価す
るまなざしの変化の方にも注目する必要があると思い

ます。つまり 50 年代か
ら 60 年代の半ばくらい
までは，近代化される
べき日本の経営と労働
という理解が基本的な
トーンだったのが，や
がて高度成長期に入っ
てその評価は逆転し，
こんどは日本が先端的
モデルということに
なって，これがプラザ
合意くらいまでずっと続いていく。さらにバブル崩壊
後のこの 20 年ほどのうちにもういちどその見方が反
転して，あらためて日本の雇用労働慣行をどう見直す
べきかといった議論に軸足が移ってきているという印
象をもっています。振り子が二度ふれたということで
しょうか。
　研究対象もブルーカラーや製造業から，ホワイトカ
ラーとかサービス産業や中小企業にシフトしてきてい
る。また労働者一般ではなくて，女性，高齢者，若
年，非正規雇用，外国人というように対象が拡散して
いる。強いていえば，調査研究の対象は日本の経営，
雇用慣行，労使関係の中核領域ではなく，いずれかと
いえば周縁的領域に対する関心が高まっている。そし
て家庭・家族とか学校教育制度といったものとの境界
領域が問題化してきているように思います。どこか来
た道，かつての 80 年代の風景と似通ったところがあ
るかもしれません。
　要するに，社会学の領域にしぼってですが，大きく
時期を区分してみると，第 1期は 50 年代から 60 年代
の半ばまでで，後れた日本の労使関係・労務管理をど
うやって近代化していくかというのが時代と研究者の
テーマであり，また問題関心でした。
　第 2期は，70 年代になって，第 1期とは逆に日本
への収斂モデルが提示されたわけで，まさに劇的な変
化といってもよいと思います。第一次石油危機があっ
て，その後の減量経営下で日本の雇用慣行の見直しと
いうことがいわれるようになりました。
　その当時，一方ではマルクス主義の影響が弱くなっ
てきていましたが，アメリカ風の「インダストリアリ
ズム」の議論がそれに代わって制覇したかといえば，
そうではない。どこまで意識的だったかについては議
論の余地がありますが，いわば「日本の経営」でマル

いながみ・たけし 氏
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クス主義とインダスト
リアリズムをふたつな
がら乗り越えるという
ことだったのかもしれ
ないと思います。
　第 3期は 80 年代です
が，その分水嶺となっ
たのがプラザ合意とそ
れに続く円高不況への
政策対応，そしてさき
ほども触れましたが，

労働法の一連の改正の影響が大きかったと思います。
この時代が重要な転換期であり，次第にポスト工業化
的な問題群が浮上してきたと私は考えています。
　ですから，もし 50 年でどこかに切れ目をとなると，
私の印象では 84 年の 300 号前後という印象が強いの
ですが，そのあと拡散していくという点については仁
田先生と同感です。400 号にはそのことがとてもよく
現れていると思います。たくさんの方が「私の課題」
ということで書いていらして，これは明らかに多様化
したというか問題関心が拡散していったことを見事に
象徴していると思います。
　仁田　どうもありがとうございます。それでは菅野
先生いかがでしょうか。

＊労働法研究の変遷

　菅野　『日本労働協会雑誌』時代から数えて満 50 年
ということですが，我々，労働法研究者からみると，
この雑誌は，一貫して，日本的労使関係，日本的雇用
システムとは何かということを，国際比較研究などを
通じて明らかにしようとしてきた雑誌であるという印
象と，労働経済学，労使関係学，産業社会学のアカデ
ミックな成果が登場する雑誌であるという印象があり
ます。そのような雑誌において，労働法は，当初はあ
まり他の学問との相互の対話や交流がないままに割り
込んでいた。そういった状況が 300 号記念号ぐらいま
でだったと思います。ですから当時の特集を見ると，
労働法の論稿は浮き上がっている感じです（笑）。
　それが他の領域の論稿とだんだんかみ合っていくの
は，300 号以降くらいからでして，労働法学にも日本
的労使関係とか日本的雇用システムの研究成果を取り
入れることが必要だ，という認識ができてきた。そし
て，労働経済学，労使関係学などの兄弟社会科学の成

果も使う必要があると思うようになった。その思いが
非常によくあらわれているのが 500 号記念号だと思い
ます。
　以上が，労働研究雑誌の 50 年についての私の大雑
把な印象なのですが，面白いことに労働法の研究動向
がこれとぴったり合っているのです。戦後，憲法と労
働立法によって，例えば，労働三権を保障する，労働
関係を行政刑罰法規で規律する，求人・求職媒介の仕
組みを国が独占するといった新しい原理，新しい価値
規範が法体系の中に導入され，当時の法学者は，こう
した新しい価値規範を現実の紛争に当てはめるという
仕事をしなくてはならなかった。しかし，戦後の特殊
な社会経済状況における特異な労働関係，労使関係が
展開する中，それはとても難しい仕事で，暗中模索が
行われた，というのが大体 1960 年くらいまでじゃな
いかと思います。それが少し落ちついて，60 年あた
りから「判例の時代」に入る。労働組合法などは法三
章的な簡単な条文でしかないので，実際的問題を処理
するためには間隙を埋めなくてはいけないということ
で，最高裁を中心に，日本の労使関係の基本的なルー
ルを樹立する判例が次々と出されました。例えば，争
議行為や組合活動の限界，就業規則の法的性質，配置
転換の権限と限界などに関する判例法理です。解雇権
濫用法理が確立したのもこの頃です。
　こうして雇用労使関係の重要な法的ルールが判例に
よって樹立されていき，労働法学者の主な仕事は，判
例法理の内容を明らかにして批判することが中心に
なっていた。それが大きく変わるのが，稲上先生が言
われたように，1980 年代後半の一連の労働法改正で，
その後は「立法の時代」になります。この時代になる
と，立法政策というのが主要な関心事になっていきま
す。そして，労働法の研究者が，政府の研究会などで
労働経済，労使関係，産業社会学の人たちと共同作業
をする機会が生まれた。そうした交流を通じて，法律
学者も，実際の仕組みやデータに関心を持つようにな
り，もっと積極的な交流が必要じゃないかということ
になって，「法と経済学」の議論も生まれてきたとい
うことではないかと思います。
　それから，稲上先生の日本的雇用労使関係のモデル
論に対応して申し上げれば，労働に関する日本の判例
法理や立法も，日本的雇用労使関係と密接に関連して
いて相互作用を営んでいるという認識が生まれ，それ
も隣接科学との対話を促した。概括するとそのような

すげの・かずお 氏
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印象です。
　仁田　ありがとうございました。大橋先生いかがで
しょう。

＊労働経済学研究の変遷

　大橋　まず経済社会のビジョンや思想といった観点
からみますと，お二方の先生のお話には，思想とかビ
ジョンの変遷も入っていたという気がしますが，労働
経済学は思想的には自由主義経済をベースにして，新
古典派理論の枠組みの中でいろいろと考えるというこ
とで，あまり大きなぶれはないんです。あるとすれ
ば，ケインズ以降，小さな政府か大きな政府か，徹底
的な構造改革が必要かどうかといった点はあります
が，基本的には利用する分析枠組が比較的確立してい
ますので，あまり大きなぶれはありません。
　時代区分について考えてみますと，労働経済学は社
会科学の一分野，特に応用ミクロ経済学なので，基本
的にはその時々の社会・経済的な問題をテーマとして
取り上げて，分析してきています。その意味で，研究
について時代区分をするという作業は，各時代が抱え
たテーマがどのように変化してきたかを見ながら，
テーマを変化させた時代の節目によって区分すること
になります。その一方で，データの整備が進み，同時
にそれを分析する計量的な分析手法も進展してきてい
ますので，その流れにも注目する必要があります。そ
こで，労働経済学を実証的な研究と理論的な研究とに
区分した上で，前者についてはテーマの変遷と分析手
法の展開とを分けて議論した方が分かりやすいと思い
ます。
　他方，理論展開もあります。テーマごとに異なる実
証的な研究と違って，それは積み重ねの中で展開しな
がら，時としてジャンプするようです。もちろん，こ
うしたジャンプが起こる時代的な背景はあります。た
だ，現実の動きとはやはり少し距離をおいて進展しま
すので，実証研究とは分けてお話しした方がいいと思
います。
　まず，実証研究についてです。1955 年ぐらいから
新古典派経済学，特にヒックスの『賃金の理論』に代
表されるような新古典派経済学が日本に定着してきて
います。労働市場理論が展開され始め，この時期，高
度成長のもとでの労働市場の二重構造の消滅とか転換
点の存在，あるいは春闘における賃金決定メカニズム
の解明，日本的雇用慣行，特に年功制度の意味などに

ついて，市場経済の下
での合理性をどのよう
に考えるかといった議
論が，石油ショックぐ
らいまでは続いていま
す。
　実は，そのころ労働
経済学者の数はあまり
多くなかったためか，
議論は盛んでしたが，
それほど多様化してい
ませんでした。石油ショック以後，労働経済学者の数
は増えましたが，それでもバブル崩壊の前まではそん
なに多くなかったように思います。
　石油ショック以後，資源の乏しい日本はもうだめに
なるだろうと言われたのが，意外に頑張って，円高不
況等々もありましたが，成長率で言うと実質 4％前後
を確保し，しかもインフレもおさまっていました。貿
易収支は大幅な黒字で貿易摩擦まで起きていたという
時代に入ります。日本が世界的に最も注目を浴びた時
期です。今はほとんど見向きもされませんので隔世の
感があります。当時の欧米，特にアメリカの経済学者
が特に注目したのは，労働経済学に関連して言えば，
春闘における弾力的な賃金の決定方式とか，あるいは
ボーナス制度の存在。それから，協調的な企業別組合
の存在。これらによって労働市場が弾力的に機能し，
労使が石油ショックの痛みを分け合った結果，それが
日本経済の良好なパフォーマンスにつながったという
見方がなされました。
　同時に国際的に日本が本格的に外に目を向けるよう
になったのもこの時期です。1970 年代に貿易摩擦が
激化し，80 年代に入ると欧米への海外投資が増大，
さらに 85 年のプラザ合意以降，急激な円高のもとで
アジアへの海外直接投資も増大しました。そうしたこ
とから，日本の雇用慣行を含めて経営システム，とり
わけ日本的生産システムなどがどこまで通用するかと
いった問題意識のもとで，海外における日系企業の実
態調査が盛んに行われるようになり，労働経済学の国
際化の時代に入りました。それからもう一つそれを象
徴するものとして，外国人労働者の受け入れ政策につ
いての議論も盛んになされています。やはり，この時
代を反映した研究が展開されたと言えます。
　1990 年のバブル崩壊以後になると問題が少し変

おおはし・いさお 氏
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わってきます。この頃になると 80 年代とは違って失
業率がじりじりと上がり始めます。92 年は 2.1％だっ
たのが，98 年に 4％を超え，2002 年には平均で 5.4％
にまで上昇しました。経済成長率もゼロ成長時代と言
われる時代が続きます。こういった時代背景の中で，
外部労働市場についてはリストラとか失業の分析，非
正規社員の増大，雇用創出と喪失，労働市場のマッチ
ング，解雇法制などに関する論文が増えてきます。さ
らに 2000 年前後には，いわゆる経済格差が指摘され
始めて，格差問題や貧困問題，さらには労働市場の二
極化が大きく取り上げられています。一方，いわゆる
内部労働市場については，低成長下での国際化，高齢
化，情報化の本格的な到来で，企業の内部組織も様々
に変質し始め，ポスト不足や人件費抑制のための成果
主義人事制度などが進展してきたということで，これ
らの検討がいろいろとなされています。と同時に，こ
の間ずっと一貫して女性問題，高齢者の雇用問題，長
時間労働，最近ではワーク・ライフ・バランスの問題
が大きく取り上げられています。最後に，2007 年の
リーマン・ショック以降は，いわゆる派遣切りなどの
問題と絡んで格差とか貧困の問題がさらに盛んに議論
されるようになっています。大まかに言えば，実証研
究の流れはこうしたものではないでしょうか。
　ただし，以上の議論はあくまでも，実証的研究の
テーマのサーベイだけでして，データ整備や理論の展
開についてはまた別の議論になります。長くなります
ので，時間があれば別途お話したいと思います。

＊『日本労働研究雑誌』の位置づけ

　仁田　ありがとうございました。
　稲上先生と菅野先生のお話を補足すると，『日本労
働協会雑誌』の創刊は 1959 年で，戦後の労使関係の
流れから言うと，動乱期が過ぎた後，ある程度，姿形
が整ってきた時期に登場した。創刊号には「戦後労働
立法を振り返って」という座談会が掲載されていま
す。つまり労働立法はこの時期にもう歴史になったと
いうことがわかるんです。この座談会シリーズは，
JIL 文庫に『戦後労働立法と労働運動』という上下本
として収録されています。あまり読まれていません
が，貴重な仕事だったと思います。
　『日本労働研究雑誌』の対抗馬の雑誌と考えたとき
に『季刊労働法』がありますが，これはもっと早い時
期の創刊（1951 年）です。この雑誌は，もともとは

「労働法と労働問題」というようなテーマの総合誌に
するはずだったのが，当時ある先生が「季刊労働法に
しないと売れない」と言ったので，それで『季刊労働
法』になってしまったというエピソードを以前聞いた
ことがあります。それはまさに菅野先生が言っておら
れたように，当時はある意味労働法の時代であって，
新しくできた労働法をどう使うのか，定着させるのか
というところが，労働運動にとっても非常に重要だっ
た。世間の人々や労働運動家の関心もそういったあた
りが非常に強くて，それが時代を切り開いていくこと
にならざるを得なかったんじゃないかなと思います。
　『日本労働協会雑誌』は少し違っていて，労働問題
をある程度分析的に，客観的に見て研究したうえで，
何か政策論をしましょうというスタンスです。登場の
ときからそういう意味合いを持っていたんじゃないか
なと思います。
　菅野　我々にとっても，この雑誌は，仁田先生が
おっしゃったとおり，少しアカデミックに，ほかの分
野の成果を知ろうとするときに読むという位置づけで
す。労働法の実践的な課題を時代，時代のなかで取り
上げている雑誌というと『季刊労働法』や『労働法学
会誌』があり，それらを見ると，その時代ごとの労働
関係の実際的関心の変遷が実によくわかります。例え
ば，1960 年頃までの戦闘的組合運動の時期には各種
争議行為の正当性の問題，公共部門のスト権奪回への
動きが高まっていった時期には公共部門のストライキ
権などが，華々しくそれら雑誌に登場しました。それ
が，1980 年代半ばの立法の時代からは労働基準法，
特に労働時間，労働契約などのテーマが盛んに取り上
げられるようになっています。最近学会の関心として
は，雇用政策などにも関心が広がっている反面，稲上
先生のおっしゃるように集団的労使関係というのは置
き去りにされている感がありますね。
　大橋　記念号について言いますと，400 号くらいま
で労働経済学者はあまり登場してきていないという印
象があります。私自身 200 号に書いているのですが，
当時まだ若輩の私がなぜ指名されたのかわかりません
（笑）。ただ，最近のこの雑誌には労働経済学関係の論
文が非常に多いのですが，それはほんとうに最近のこ
とだという気がします。
　稲上　社会学についていえば，むしろ逆の傾向です
かね。私の専門分野は次世代の育成まで含めて大きな
困難を抱えているように思います。大橋先生がおっ
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しゃるのとは逆ですね。
　大橋　査読つきの投稿論文が少ないのは少し残念で
すが，とにかく若い労働経済学者にとっては，この雑
誌に書くというのはとても名誉でうれしいことです。
労働経済学の分野で，皆さんに読んでもらえる雑誌と
いうとほとんどないので，若い人にとっては大変貴重
な雑誌です。
　労働経済学分野に関する限り，テーマの設定や議論
の展開の仕方，高度な分析手法の活用など，レベルは
確実に上がってきていると思います。特に，近年，個
票データやパネルデータといった利用できるデータの
種類が増え，様々な問題を分析できるようになってき
ていますが，少し残念なのは単にデータを手堅く分析
するだけといった実証的な研究が多く，問題設定や分
析の枠組みや手法についてはまだまだ欧米からの借り
物がほとんどではないかと思います。特に，新しい概
念や仮説の提起といった面ではまだ弱い気がします。
ただこれについては若干の弁護も可能です。と言いま
すのは，日本で起きている現象はアメリカなどからま
だまだ 10 年程度は遅れて起きていますので，アメリ
カで利用された分析をそのまま日本に援用できるとい
う状況があるからです。先ほど日本の労働経済学の水
準が上がってきたと言いましたが，これはアメリカの
水準が上がっているから日本の水準も上がってきたと
いう側面もあるという気はします。
　ただし，データの入手については，アメリカと比較
しますと日本では大変難しい。政府への利用申請も非
常に煩雑でいろいろな書類を書いてやっと使える現状
なので，そういう点ではまだ遅れていると思います。
　稲上　いま大橋先生がいわれたような変化は，いつ
ごろから生じているのですか。
　大橋　それは，やはり労働経済学者の数が増えてき
た 1990 年以降くらいからじゃないかと思います。
　稲上　やはりこの 20 年くらいの変化ですかね。
　大橋　そうですね。
　菅野　少し余談にはなりますが，自分自身が編集委
員をしていたときに，編集会議でいろいろな分野の方
たちと議論する中で，ほかの分野の方々はこういうこ
とを考えているのだということを勉強できた。それ
が，自分の研究に非常に役立ちました。
　稲上　いまの執筆陣や編集委員をみてもそれぞれの
領域に広範にまたがっていますし，そういう意味で
は，この雑誌は発刊の当初から学際性をもってスター

トしていたように思いますね。日本の労働研究がこれ
からも大切にしていくべき得難い個性ではないでしょ
うか。

Ⅱ　労働研究が現在おかれている状況と
今後の課題

　仁田　この雑誌の役割はというと，実証的な研究を
学際的なフォーラムにのせていくということと，将来
を展望する，つまり実証的基礎はまだあまりないけれ
ど，将来はこういうことが問題になるという問題提起
みたいなものをしてきたということがあるのではない
でしょうか。
　そういう点から言うと，菅野先生も，300 号で書か
れたのはかなりオーソドックスな労働法学論ですけれ
ども，その後の労働立法の時代というのをそのころか
ら既に予感されていた，つまりこういうことが労働立
法の時代の中で問題になりそうだというようなイメー
ジみたいなのは何かおありだったんですか。
　菅野　私が 1984 年の 300 号に「労働法学一考──
労働法の普遍性と特殊性」という拙文を書いたときの
主要な関心事は，労働法学は法律学としてはどのよう
な特色を有しているのか，つまりは，民法，刑法，行
政法，裁判手続法などの一般的な法体系とどのように
調和しつつ，労働関係の法制度や法律学としての特色
を発揮させるべきものなのか，ということでした。こ
の点が明らかになれば，労働関係についての社会学，
経済学，労使関係論といった他の社会科学の人たちの
仕事につなげていくことができるのではないかという
思いでした。この拙文を書いた時期は，仁田先生が言
われたように 85 年からの立法の時代が幕を開けよう
としていた頃でして，87 年の労働基準法改正に向け
て労働基準法研究会に参加し，ほかの分野の方々と立
法政策のあり方について議論するようになった時期で
す。その後，先ほど申し上げましたように労働法の分
野においてどんどん法改正や立法がなされていくなか
で，一つひとつの法改正や新立法の内容や背景を把握
することに追われ，全体の変化や流れを把握する試み
まではなかなか至らなかった。そのうち，全体の流れ
がどういうことなのだろうと考えるようになって，そ
のまとめが諏訪康雄さんと一緒に議論して書いた「労
働市場の変化と労働法の課題」という論稿です。あそ
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こまでは，考えはまとまらなかったということです。
　仁田　要するに，現実の方にフォローしていくとい
うような。
　菅野　そう。現実の個別の政策の解析に追われたと
いう感じです。

＊理論研究の重要性

　大橋　最近，論争がすごく少ないなと思っているの
ですが，労働法のほうでは論争は盛んですか。
　菅野　昔ほどはないですね。特に学者間の論争が少
なくなった。労働法の分野での今の主要な論争は，労
働委員会の命令が行政訴訟に行った段階において，裁
判所の民事法的な考え方と労働委員会の労働関係の特
殊性を重視する考え方との間で行われる論争です。そ
れは，労働関係の他の分野の方々にも，そして多くの
労働研究者にさえもわからないところで密かに行われ
ているものですが（笑），とても厳しい切実な論争な
のです。
　大橋　実務が絡んでいるからですか。
　菅野　そう。労働法の重要な解釈問題が実際の事件
の勝敗との関係で争われ，法律一般のプロと労働関係
の法の専門家との間で行われる論争です。簡単にいえ
ば，労働法の専門性をいかにして一般的な法律学のプ
ロにわかってもらうかという作業でして，これがなか
なか難しい。
　稲上　仁田先生がいわれたような展望をどう描くか
という場合，大橋先生のお考えの内容とは違うのかも
しれませんが，理論研究というものが随分と少なく
なったような印象があります。どういう問題をどのよ
うな理論的枠組みで扱うのか，どういったパースペク
ティブで議論を組み立てていくのかということへの関
心というか執着心が弱くなっているように思います。
　そのことに多少関係があるかもしれませんが，この
雑誌でいえば，「学界展望」という毎年恒例の企画が
あります。そこでは労働法，労働経済，そして労働調
査の 3つの分野に沿ってそれぞれを 3年周期で座談会
を組んでいます。そのなかで，実は『労働調査』だけ
はいろいろな学問領域で行われた調査を取り上げてい
る。労働法の先生方が自ら調査されることはあまりな
いけれども，労働経済，人的資源管理，労使関係論，
経営学，職業心理学などはそれぞれが大なり小なり
ディシプリンというものをもっていると思うのです
が，その違いを超えて各領域での成果が全部一緒に

なって『労働調査』になっています。
　ですから社会学にこだわっていうと，理論的関心が
衰え，だんだんと先細りになってきているような気が
しています。どうしてそうなっているのかというと，
やはり大局的なつまり地球儀を見るとか歴史を俯瞰す
るとか，そういった関心が弱くなってきていることが
あると思います。いまここにある問題をどう解くかと
いう，そのこと自体は大事なことなのですが，それが
全体の中でどういう比重なり意味をもつ問題なのかと
いうことをきちんと突き詰めないというか，理解しよ
うとしないというか，何をもって理論研究とするかは
いろいろでしょうが，そういう弱さを感じます。
　大橋　日本の労働経済学の現状についていうと，理
論と実証研究との会話がほとんどないんです。した
がって，今自分がやっている実証研究は大きな枠組み
の中で，どういう意味があるのかということについて
あまり問われなくなってきているような気がします。
むしろテクニックを駆使した最新の計量分析手法を
使って，偏りのない推計値をいかに出すかということ
が関心の的になっている。そういう点では私は残念に
思っているんです。
　理論家との会話がないと実証研究は絶対に深まらな
いですよね。先ほど「将来展望」という言葉が出まし
たが，実証研究で将来展望といったときにそれは一体
何を指すのでしょうか。将来問題になりそうなことを
的確につかまえるという意味なのか，私自身にはあま
りよくわかりません。私が思うには，理論家と実証家
の会話があればいい。理論家は時たま突拍子もないこ
とも言いますが（笑），枠組みをつくるとか，あるい
は構想する，分析する，といったことについては比較
優位がありますからね。ただ残念なことに，いま労働
経済学者で理論をやる人が極めて少ない。
　労働経済の理論家が少ないのには理由があるように
思います。というのは，現在，ゲーム理論が従来の伝
統的な市場均衡モデルに代わって台頭してきているの
ですが，ゲーム理論は今や理論分析のための言語にな
り，ミクロ経済学もゲーム理論の言葉で記述されるよ
うになっているからだと思うのです。もちろんゲーム
理論には大きなメリットがあります。第一に理論構造
が極めて柔らかくできていて，これまで経済学が扱わ
なかった社会心理的な要素，たとえば公正とか利他主
義，互恵性，信頼などといった要素を導入できるとい
うこと，第二に，伝統的な経済学が交渉相手の行動を
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多くの場合，自己の行動とは無関係に現状のまま与件
として扱っているのに対して，ゲーム理論では相手が
どのような行動をとるかを予想することに力点を置い
て事態を分析できることです。
　こうしたゲーム理論の利点が労働関係の分野でも新
しい地平を開きつつあるのですが，ただ，残念なの
は，自然実験から得られたデータ，つまり，我々が日
頃使っているデータに対して，それと融合的に相互作
用するということが大変難しい理論なんです。そうい
う点では，労働経済学も理論のないまま，テーマだけ
を計量分析とデータで処理していいのかなという疑問
は持っています。
　菅野　先ほど稲上先生が，2000 年代になって日本
の経営，雇用・労使慣行，労働政策の再設計が大きな
課題になっているといわれましたね。ですから，その
ような課題の全体像を描いて，方向を探っていくとい
うことがあってしかるべきなのですが，最近の研究雑
誌を見ていると，変化の個別的な内容を分析するもの
ばかりが多いような気がするのです。それはそれでと
ても役には立つのですが，だからどうなのかというと
ころが欠けている気がする。
　稲上　そうですね。
　大橋　やはりそれは理論がないから出てこないんで
すよ。
　稲上　ある素材について経験的一般化を行ってみ
て，この領域についてはこういうことがいえる。それ
は全体のなかでこういった意義をもつといったことに
ついて内在的な関心が弱い。個々についてみると精度
の高い部品はできあがっているが，基本設計の部分が
弱い。この雑誌にもそういった側面が多少反映してい
るかもしれません。
　大橋　ですから労働経済学の場合でも，例えば経済
格差が拡大したということを実証的に精緻化した形で
出して見せる。でも，次にどうしたらいいかというこ
とになると，途端に細かな政策論議になってしまう。
もう少し経済全体の仕組みから色々なことを考えても
いいのではないかと思うんですが，そういう作業が欠
落しているのかなと。
　稲上　経済学の議論を聞いていて感じるのは，たと
えば格差が拡大したと指摘される。これはこれでよろ
しいのですが，でもポジティビズムに終始していない
かといった懸念があります。計測された格差拡大の傾
向を人々がどのように定義しているのか。ほんとうは

悪平等であったものがノーマルな状態へ戻ってきてい
ると捉えているのか，そうではなくて格差拡大を望ま
しくない方向への変化と理解しているのか，もっと大
きな格差があってもよいと判断しているのか。そうし
たことについての煮詰まりがあってはじめて現実への
対応策が決まってくるわけですが，その状況の定義づ
けについての理解が弱いものですから，格差という言
葉だけがひとり歩きしていってしまう。格差の数値的
な変化を明らかにすることはいうまでもなく大切なこ
とですが，それが何を意味しているのかというところ
が飛んでしまっているような印象をもっています。
　大橋　いわゆる近代経済学には，極論すれば，パ
レート最適という基準しかない。価値判断を入れない
というのが伝統的な考え方なので，そうしたところは
非常に弱いですね。
　菅野　法律家の問題意識からひとつ例を挙げると，
例えば個別労働紛争がここ 20 年間一貫してどんどん
増加していることについて，色々と統計データは出て
くるけれども，それ以上の分析はというと，ないので
す。
　稲上　数式の右辺と左辺で考えますと，事実はどう
かというときには左辺をみている。もちろん，これは
とても大事なことであり，それが議論の出発点になる
わけです。その事実認識がもし間違っていたらとんで
もないことになりますからね。ただ私の感じでいう
と，いま菅野先生がいわれたことに関係あるのです
が，どうしてその値なのかという右辺の分析，つまり
因果関係の理解に対する関心が相対的に弱いという印
象です。
　因果関係の解明が社会科学の生命線のはずなのです
が，最近は原因の探求，理論的関心が希薄なまますぐ
にも結論を出してしまう傾向がありはしないか，そこ
が気になっています。
　これは研究者だけの問題ではなくて，労働政策もい
まのような時代，どうしても素早い回答が求められる
わけですから，そうしたことも手伝って隠れた次元へ
の関心は後回しにされ，まあとりあえず，当面これで
やりましょうというようなことになっているのではな
いか，という気もしています。
　大橋　人的資源管理論とか経営学，社会学の分野で
は分析手法として因子分析というのをよく使いますよ
ね。特に若い研究者はみんな使っている。ところが，
そういった論文では，1人の人がある行動をしたとし
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て，その背後にはこういう心理的な要因があって，そ
れには他の要因とこういう相互作用がある，とそれで
終わってしまって，あまり実践的とはいえない気がし
ます。これが経営学的な処方箋を提示するプロフェッ
ショナルとしての業績ということになると，ほんとう
にそれでいいのかと疑問をもってしまいます。
　経済学の場合には，その点，どちらの因果で動いて
いるのかということについては推計値のバイアスの問
題もあって，非常に気にするのですが。社会学とか，
人的資源管理論というのは意外に相互作用のところで
終わってしまっている気がします。仁田先生はどうお
考えですか。
　仁田　労使関係論の立場から言いますと，何が問題
なのか，物事が明らかになっていっていないという
か，非常にアドホックに政策対応がなされているよう
に見えますね。根本的な問題としては，理論がないと
いうこと以上に運動がないというところだと思いま
す。運動がないと労使関係論はやりようがない。足し
て 2で割るというのが労使関係論の神髄なんですが，
割りたくてももとがない（笑）。
　例えば湯浅誠さんたちが派遣村というアドバルーン
を上げたときには，あれほどのインパクトがありまし
たよね。運動として見たら小さい組織の小さい運動で
したけれど，あれがあったから問題が顕在化し，社会
的関心が集まって，政治を動かすところまでいったわ
けです。
　ですから，もし潜在的にいろいろな問題があって社
会科学者がそれを見つけているならば，本来ならばそ
れが何か集団的な流れになって，ボイスになって出て
こなくてはいけないはずじゃないか。労使関係論だと
そういうふうになるはずだと考えているわけなんです
が……。
　稲上　なかなかそうならない。
　仁田　ならないです。
　稲上　これからの大きなテーマのひとつですが，労
使間の情報力格差，交渉力の非対称性という問題が厳
然として存在していると思います。構造的なインバラ
ンスという問題です。たとえば菅野先生のおっしゃっ
た個別労働紛争についても，日本経団連などもたしか
2006 年の報告書だったと記憶していますが，個別紛
争も職場のなかで解決していくべきだといっています
が，実際はなかなかうまくいっていない。個別の雇用
関係については法律だけでは律しきれないので，しば

しば労使自治ということになるわけですが，現場で問
題の発生を予防し解決していくだけの集団的な労使関
係が機能しているかといえば，現状は大いに心許ない
というのが私の理解です。ですから，交渉力と情報力
の大きな非対称性を放置したままで労使自治というこ
とには疑問があります。
　関連して思い出されるのが，中山伊知郎教授が 100
号記念号に書かれた論文のことです。資本自由化と労
使関係について議論しておられます。こんど再読して
みてとても面白かったですね。中山教授の概念でいう
と，能率性と民主性というものが両様相まって労使関
係の近代化といえるのだけれども，資本の自由化が進
むといきおい民主化の側面がしぼんでしまって，会社
が大事ということになって，ますます能率性が強調さ
れるようになってしまう。そうなると，それは定義
上，労使関係の近代化に反することになるのではない
かといっておられます。
　この論文を読んでいて，理論はもちろん概念によっ
て構成されるわけですから，いま大切にすべき有意義
な概念とはどのようなものなのだろうか，ということ
について考えさせられました。

＊コミュニティ・ユニオン

　大橋　労働組合の経済学のようなものは，今どう
なっているのでしょうかね。アメリカではもう組織率
が 15％を切ってしまっており，組合論議も低調のよ
うですが。
　仁田　アメリカでもやはり研究者そのものがいなく
なってしまっている。ただそういう状況の中でどうす
るかと考えたときに，準組合のような，例えば地域ユ
ニオンみたいなものとか，NPOの活動とか，そういっ
たあたりに着目するしかないんじゃないかということ
になっています。アメリカでもそういう研究は出てき
てはいます。
　大橋　なるほどね。先日東京ユニオンというところ
のホームページを少し見てみましたら，会費が結構高
いんですね。私の調べたところでは，入会金が 3000
円で，共済費が毎月 1000 円，組合費が基準内賃金の
2％ですね。そうすると，103 万円の壁でとまってい
るパートだったら，月に約 1700 円の組合費。月 15 万
円の非正規従業員だったら月 3000 円なんですが，
20％バックがあるというので 2400 円。すなわち，月
15 万円ぐらいしかもらっていない非正規従業員は，
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1000 円の共済費と合わせて毎月 3400 円も払わなくて
はならないことになります。こうなりますと，入会に
どれだけのメリットがあるのか，考えてしまいます
ね。
　特に，非正規従業員の労働市場というのは流動的で
簡単に仕事を移れるわけですから，もし不満があるな
ら何も費用をかけて組合に入り，面倒くさいことをや
らなくても，よそへ移ればいいわけです。そういう
マーケット・メカニズムの中での組合の機能といった
側面をいろいろと分析してもらえれば非常にわかりや
すいかなと思います。
　菅野　今，労働委員会の集団的労使紛争の事件の 6
割以上は合同労組の事件ですが，これは日本の，広い
意味の労使関係（industrial  relations）の中でどのよ
うに位置づけられるのか。企業別組合については研究
も非常に進んでいると思うけれども，現代の労働の世
界での地域労組の紛争関与については学問的研究がほ
とんどないと言ってよいのではないか。また，実態の
記述も断片的で，全体像が解明されていません。これ
からの日本の労使関係の中で，どのような展望となる
のかということは，紛争の実務に従事していると，ぜ
ひ知りたいところです。
　仁田　ぜひ研究を展開していただきたいですよね。
　稲上　機構でも呉学殊さんがコミュニティ・ユニオ
ンの研究をやっています。彼はかなりたくさんのコ
ミュニティ・ユニオンを調査して詳細なケース・レ
コードを作っており，大部の報告書も書いているので
すが，それによると，やはり組合として存続するとい
うこと自体がなかなか大変で，専従者はとてもそれだ
けでは食べていけないので事実上兼業化しているとい
うことです。
　メンバーについては，いろいろなケースがあります
ようですが，一番多いのは紛争になったときにメン
バーになって，うまく紛争を解決してもらうと一定の
ルールに基づいて寄付金のようなものを払ってやめて
いく。ですから，組織の規模がどんどん大きくなって
いくということは考えにくいようです。
　大橋　規模の利益が全く働いていない世界なんです
ね。大企業だったら，主に工場の事業所 1カ所で組合
活動をやればいいわけですが，非正規従業員の多い
サービス業の場合には働く地域が散在しているわけで
すよね。
　稲上　コミュニティ・ユニオンが最も活躍できてい

る問題は解雇のようですよ。解雇問題についての解決
能力はかなり高いと聞いています。しかし，自分の問
題を解決してもらうと間もなくやめてしまう。連合の
地方本部にも個人加盟の組合がありますが，やはり似
通った状況のようです。
　菅野　ウェッブ夫妻の労働組合理論には乗らない組
合だということですね。
　稲上　そうなんですね。
　菅野　伝統的な労使関係論からいえば，団体交渉と
いう概念にも乗らないのですが，労働委員会では団体
交渉として扱っています。この組合が客観的に見てど
の程度の役割を果たしているのか。日本の個別労働紛
争については，労働局に来るものだけでも 23 万件の
民事紛争の相談があるとされているのですが，そこか
らいったら微々たるものだということになるのか，そ
うではなくて，企業別組合には期待できない機能を補
足的にせよ果たしているという意味で，今後の展望を
もったものなのか。
　仁田　やはりそれはある生態系の中で，ボイスを発
して一定のバランスをとる人が必要ですし，それを支
える組織の存在意義もある。ただその人はいなくなっ
てしまうわけですから，その結果としてその企業の人
事管理が変わるわけではない。反省して，今度はこん
なことをしないようにしようと経営者が方針を変える
かというとそうはなりにくいので，それだと前進がな
いのではないか。
　そういう点から言うと，企業別組合でなければいけ
ないということはもちろんありませんが，企業からみ
てある程度対応が必要な規模の組織といったときに，
その役割をコミュニティ・ユニオンのようなものに期
待しても，それは無理じゃないかなという感じはしま
す。やはりベースには何か別の方策を考えないと難し
いでしょう。
　大橋　コミュニティ・ユニオンのような機能は，例
えば労政事務所とか，あるいは労働基準監督署とか他
にもありますよね。ですから，その地域のシステム全
体として，個別紛争を解決していくという視点があっ
てもいいですよね。
　菅野　結局はそういうシステムの 1つでしかないと
いうことになるのでしょうか。
　稲上　実際には，たとえば労政事務所に行って相談
しようとしたら，それは均等室の話だといわれたり，
地方労働局に行ってみたがもうひとつ納得できず，
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悶々としているときに偶然コミュニティ・ユニオンの
話を聞きつけて行ってみたとか，さまざまな回路があ
るようですけれども，ふつう相談者は何カ所かに行っ
ているようですね。ですから，コミュニティ・ユニオ
ンはあくまでもそういう全体のなかのひとつなのです
が，経験的にみると，さきほどもいいましたように解
雇の事例については比較的大きな解決能力をもってい
るらしい。しかし仁田先生がいわれるように，全体と
してみれば，コミュニティ・ユニオンが企業別組合に
取って代わって日本の労働組合の中枢を形成すると
いったシナリオは考えにくいですね。
　菅野　とって替わる存在となりうるとは思わないけ
れども，労働委員会では，先ほど申し上げたとおり，
地域ユニオンが個別労働紛争の解決のために企業との
交渉を試みたが，うまくいかずに持ち込んだという事
件が多いのです。
　仁田　60 年代から合同労組の取り組みをしてきた
ような人，例えば全国一般の委員長だった松井保彦氏
のお話などを聞くと，彼は 1人の問題でも扱うべきだ
けれども，代行業はしないという考え方，伝統的な組
合運動の考え方です。あくまで組合員になって，今後
も活動をするという人だけということです。もし 1人
になってしまった場合に，なお組合費を払い続ける意
味は何なのかというと，そこは共済活動重視という運
動論になるんです。共済のメリットはあると。いわば
個人会員のようなものになって個人加盟の組織を維持
する。ただ個人加盟の人だけではおそらく成り立たな
くて，企業別組合，自主的な企業別組合みたいないく
つかまとめて組合費を払ってくれるところを背景に
持っているからそういうことができるわけなんですけ
れど。
　これはおそらく 1950 年代から始まってきた総評の
合同労組運動の流れです。これが労働戦線統一の中で
弱体化したということは事実で，そのプロセスがどう
いうものだったかということはまだ研究上，確認され
ていないのですが。
　今出てきているコミュニティ・ユニオンというの
は，それとはちょっと系譜がずれていて，基本的には
個人の問題を解決してあげるという，古い運動論から
言うと代行主義的色彩が強い。ただそれはそれでかま
わない，孤立無援の人が相談に行って助かったなら，
それはそれでいいじゃないかという考え方もあるで
しょう。でも，今や労働審判という制度もできて，弁

護士に相談に行くだけよりは，サポートしてくれる専
門の組織があったほうがいいので，コミュニティ・ユ
ニオン自体は，機能的には合理的な存在で，社会的な
役割を果たしていると思います。
　稲上　そうですね。特に 90 年代に入って以降，自
然発生的に生まれたもので，しかも紛争解決の代行を
してくれる駆け込み寺みたいな側面がありますね。で
すからさっきのお話にもありましたように，日本の組
合運動の中心になることはとても無理だし，労働審判
制度が浸透していくことでどのくらい機能代替が進む
のか，その点もまだわかりませんけれども，それなり
の役割は果たしている。企業のなかで誰にも相談でき
ないような人たちが相談に行きやすい，頼りにできる
個人加盟の組合という意味では大きい存在かもしれな
いと思います。現状は全国で 70，80 くらいあるので
しょうか。

＊労働組合研究の現状

　菅野　このような労働組合の役割や機能といった
テーマは，ほとんど議論されなくなって，関心を持っ
ているのは労働委員会関係者くらいになっている。そ
ういう時代になってしまいましたね。
　稲上　労働組合の新たな組織化とかこれからの組合
のあり方といったことについては，たとえば中村圭介
教授の研究成果などがありますが，全体としてみれば
低調であることは確かで，かつてのようなことはない
ですね。やはり 90 年代以降，労使関係，組合研究と
いうものは大いに影が薄くなったといってよいと思い
ます。仁田先生がいわれたように，企業別組合がカウ
ンターベーリングな力をもって今後どのくらい頑張れ
るかというと，まったくの印象論ですが，率直にいっ
てあまり楽観的にはなれませんね。
　これまで組合の中心は製造業で，高卒ブルーカラー
だったわけです。しかし，いま大手の製造業をみると
ほとんどが大卒ホワイトカラーで，大学院卒もいる。
現業のブルーカラーの労働者は社員全体の 15 から
20％前後といった時代になっています。そのなかから
組合のリーダーがどれほど出てくるのかというと，な
かなか難しいと思います。
　大卒ホワイトカラーの考え方としては，集団的にみ
んなで働く条件を良くしていこうというよりも，自分
で昇進してしまった方がいいというか，いつまでも組
合員でいるわけにはいかないといった思いが強いと思
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います。その限りでいえば，個人主義的なものの見
方，考え方になりがちである。共有される問題はもち
ろんあるのですが，組合運動を通じて解決していこう
という吸引力はかなり弱くなってしまった。それがい
つ頃からのことかといえば，およそ 80 年代の中頃か
らではないでしょうか。その当時，組合員の組合離れ
という現象がどんどん広がっていって組合リーダーの
なり手がいない。しかし経営参加は大事，組織化もし
なくてはいけない。あの頃のユニオン・アイデンティ
ティ運動というのはそういった危機感の現れだったと
思います。いまと似たような問題状況があったと思い
ますが，しかし残念ながらユニオン・アイデンティ
ティ運動は当時のリーダーたちが思い描いたような成
果をあげられなかった。
　そうなると，いまの集団的な労働関係，それはある
意味で歪んでいると思うのですが，それをいかに再構
築できるかという問題ですね。菅野先生が立法論と
おっしゃったことに関連づけていうと，労使自治でほ
んとうにどこまで何が解決し得るのか。結局は会社が
潰れたら元も子もないじゃないかといわれてしまう
と，やっぱりそうだなと考えてしまい，そこで立ち止
まってしまう。いまもそれが偽らざる現実ではないか
と思います。
　仁田　先ほど，運動がないという話をしたんですけ
れども，研究もないなと思います。つまり，労使は，
内容がいいか悪いかは別にして現実問題，ゆがみは寄
せてくるわけなので必死にやっている。例えば電機の
組合の人にきくと，2002 年に電機労使は地獄を見ま
したというわけですが，このように当事者が必死に
やっているところに行って，何をやっているんですか
とか，この危機をどうやってしのいでいるんですかと
か，ストライキが起きないんですかとか，そういうこ
とを調査しに行くのが私たちの職業なんです。新聞に
は特に載らないようなことも，それを調べて報告する
という，ジャーナリスト的な仕事が一面あるわけです
ね。でも今はその役割が十分果たせていないと感じて
います。
　稲上　その通りですね。たとえば春闘の動きでいう
と，パート共闘とか中小共闘とか，格差の是正という
狙いで 2004 年から新しい動きが出てきており，いま
も議論が続いているホットイシューなのですが，こう
した実際の動きはほとんど調べられていません。
　菅野　それは研究者の人材が不足しているためなの

か，研究者の関心がなくなっているためなのか。労働
法の分野でいえば，人材はいても，関心がなくなって
いるためだと思います。しかし，実際には，集団的労
使関係法においては，産業や労働の変化を反映した新
しい理論的問題が次々に起きています。このことは，
組織率の低下とは別個のことがらであって，おそらく
組織率が落ちるところまで落ちてしまったアメリカで
もそうでしょう。労働委員会の命令が行政訴訟になっ
て裁判所に行くと，裁判官という法律一般のプロに
よって労働委員会による労働法の解釈適用が正しいか
どうかが判断されるわけですが，法律一般のプロに労
働関係の専門的判断を理解してもらうのは非常に大変
だと実感しています。法科大学院では労働法は幸い選
択科目となりましたが，それ以前は労働法が 10 年間
司法試験科目から外されていまして，そのせいか，裁
判所の中に労働法や労働関係へのセンスがない世代が
できている感じがしています。そこで，新しい難問に
ついて，裁判所が民事法的な感覚で労使関係の事件を
簡単に処理しないように，労働法の理論を説くわけで
すが，学界のバックアップがないことに困っていま
す。
　というのは，我々が裁判所を説得する論陣を張る際
に参照しようとしても，集団的労使関係法の問題につ
いての学説は，1980 年代で停止していて，その後ほ
とんど発展がない，論文がない。新しい状況，新しい
問題が生じているのにその理論的なフォローがないの
です。もちろん，労働委員会の中でも議論して理論を
つくろうとするのですが，それは当事者がつくった理
屈ということになりますので，専門研究者の論文で裏
打ちされてないと説得はやはり難しいのです。
　稲上　私の研究領域でいうと，ひとつは研究者が少
ないということがありますね。それはかなりはっきり
している。それから，さきほどもいいましたが，やは
り理論的な関心が弱い。時代や歴史についての大局観
が乏しい。それに触れることがあっても単なる枕言葉
になってしまっている。因果関係の詰めも希薄になっ
ている。
　そうなると，現にある制度と条件のなかで何が起
こっているか，それを明らかにすることはできるので
しょうが，それ以上に議論が進まない。それ以上のこ
となど考える暇もないということかもしれません。
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＊組合の政策制度要求

　大橋　私はもう少し「組合活動の見える化」があっ
たらいいと思っています。今，日本の労働市場全体で
みて従業員の，あるいは労働者の福祉条件の改善に最
も貢献しているのは法改正だと思います。パートタイ
ム労働法とか男女雇用機会均等法とかいろいろな法律
が改正されて，これはすべて労働者の労働条件の向上
につながっている。これはかつて，例えば労働組合が
春闘などで華々しく頑張った時代とは好対照です。問
題は，審議会などで労働組合の方々が色々と発言され
て頑張った結果，こうした法改正がなされているの
に，それを世間の人々が認めてない，あるいは見られ
てないということです。それはもったいないなと思い
ます。
　それからもう一つ，政策制度要求ですが，これは一
体どうなっているのでしょうか。それがあまりにも現
実迎合的になり，完全に社会体制の中に組み込まれて
しまったという印象を人々に与え，組合のインパクト
を弱くしているのではないでしょうか。
　稲上　政策制度要求というものがそれとして功を奏
するためにいろいろな条件が必要だと思います。日本
に沿って考えると，行政官僚制というものが相当の役
割をもっていないといけない。ところが，この 20 年
ほどは市場に委ねればよい，市場で解決できるはずだ
といった考え方が強くなって，行政官僚制のもつ専門
的な一種のシンクタンク機能が軽視されるようになっ
たと思います。政策制度要求というのは結局マクロな
政治的意思決定プロセスのことですから，労働政策に
ついてはちょっと事情が違うのですけれども，立法府
の機能がバックとしてないと，なかなかうまくいかな
いという側面があるわけです。この 10 年，15 年で
しょうか，そうした傾向が強くなったように思いま
す。
　仁田　ちょっと違う視点ですと，二大政党制になっ
たということもあるかと思います。自民党が政権を
持っていた時代には，組合側が政策制度要求を出して
交渉してまとめるという構図がなりたっていたわけで
すが，今民主党の支持母体は連合ですから，自民党政
権下ではこの仕組みがうまく機能しなくなったんじゃ
ないか。民主党政権下でどうなるかは未知数ですが。
　大橋　私自身が審議会などに出席した際にみていま
すと，組合の方が強く反対すると通らないことも多

い。結構頑張っておられて，かなり貢献されているの
ではないかと思いますが，まだ不十分で機能している
とは言えないのでしょうか。労働法関係についてはい
かがですか。
　菅野　連合は，二大政党制のもとでも引き続き三者
構成の審議会は守って，政権がどちらになろうとも，
労使が議論して政策をつくっていくという枠組みは続
けていこうとしていると思います。ただその前提とし
て稲上先生が言われるように，それを支える官僚組織
が機能しているということが必要なのですが，そこが
弱くなっている点が心配です。議会制民主主義からす
れば政治主導は当然としても，懸念されるのは，実際
上，三者構成によらない立法が，政権が変わるたびに
できたりつぶれたりすることでありまして，そうなれ
ば労働立法に対する信頼というものがなくなってしま
います。
　それともう一つ。労使が議論して折合った結果の立
法であると，実施の過程もスムーズになり，少なくと
も大企業レベルでは，新立法の実施に協力しようとな
るのですが，問題はそれがもっと下にまで及ぶかどう
かです。個別労働紛争関連の調査研究などで明らかに
なりつつあるのは，中小零細企業レベルでは，法律を
つくっても及ばないということ，つまりは，どんなに
進歩的な法をつくっても，実施段階では労働組合が企
業や職場の実態に即して方策を交渉しないとだめだと
いうことです。
　JILPTでされている研究などを少しお聞きしただ
けでも，我々労働法学者は，法がどのくらい浸透して
いるかについてもっと知らなくてはいけないと思いま
す。労働委員会などへ来るケースはひどいケースかと
思っていたけれども，それがむしろ普通のケースでは
ないかという印象があります。
　稲上　いま菅野先生がいわれたことは非常に重要な
ポイントだと思います。一般化していうと，労働リテ
ラシーをどう高めていくことができるか。そしてその
ことにも関連がありますが，労働政策の PDCAサイ
クルを動かしていくことにどう貢献できるか，いずれ
もこれからの重要な検討課題だと思います。
　もうひとつ，政策参加の方ですが，第一次石油危機
から 3年後の 1976 年に政策推進労組会議ができて，
労働戦線を統一しなければ組織労働者の声がひとつに
ならないということで，82 年の全民労協，89 年の連
合結成と続いていって，政策制度要求を高度化してい
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くような状況が生まれたというのが私の理解ですが，
労働政策については，いまお話しのように三者構成と
いう議論の立て方が ILO条約も含めてあるわけです。
　しかし，他の政策分野はどうか。たとえばドイツや
スウェーデンと比較すると，実態は別にして必ずしも
三者構成ということではない。日本の場合，労働政策
については三者構成ということがあるわけですが，ほ
かの政策領域までなぜ連合がいちいち口出しするの
か，ということになるんですね。そこのところが難し
い。ほとんどの省庁に対して毎年連合は政策制度要求
を出しているのですが，なかなか功を奏さない。何か
もっと力強い形で政策制度要求を実現していく方法は
ないものか，やはりバックに大きな政治力と行政官僚
制というものが相当の権能をもっていないとうまく動
いていかないようだ，ということではないのでしょう
か。

＊産業・労働社会学研究の現状と課題

　ちょっと長くなってしまって恐縮なのですが，ここ
で産業や労働の社会学のことについて補足させていた
だきたいと思います。3つのことが希薄になっている
と思います。ひとつは社会学的な観点，2番目に大局
をみるというか，歴史とか世界をみようとすることへ
の関心，3つめは理論に対する関心です。希薄であっ
て欠落ということではないのですが，気になっていま
す。
　研究環境という点でもいろいろ考えさせられること
があります。ひとつは研究資金の出所です。最近では
大規模な調査というと，大型科研費とかグローバル
COEとかいったものになっていますが，それから遠
い研究者にとってはきついですね。もうひとつ，短期
間で次々にテーマが変わっていくという側面もありま
す。それはそれでいろいろな新しい問題を追いかける
ことができるというメリットはあるのでしょうが，深
掘りされないまま放置されてしまう危険性がある。自
分で考え抜いてテーマを設定するという前に，次々と
注文がきて報告書を書いてそれで終わりといったこと
になりかねない。
　いま個々の研究者にとって大型の調査をやることは
容易でないものですから，データアーカイブの機能は
大きいと思っています。機構でもアーカイブを立ち上
げたところです。
　産業や労働の社会学にしぼっていえば，研究者が育

ちやすい大きな大学の学部にこの領域の専門家がほと
んどいないので，次世代の研究者を育成できなくなっ
ているということがあります。これは非常に困ったこ
とで，学問領域として先細りしてきています。どうし
たらよいか難しいのですが，まずは中堅の研究者がい
い仕事をしてくれるということが大事かなと率直に思
いますね。
　それから労働研究の現状については，学際的研究が
ますます大事だと思っています。機構の役割もそうな
のですが，労働現場の詳細な実態を明らかにしていく
なかで，はじめは何が問題なのかはっきりしていな
かったものが，学際的な研究のなかでダイアローグが
積み重ねられていって，そうかこういうことがこうい
う意味で問題なのか，ということがみえてくる。
　もっとも，こうした学際的な調査研究も内在的であ
ることが大切だと思います。たまたまあるテーマが
あって，いろいろな学問領域の先生方が集まっただけ
というのでは真の意味の学際的研究にはならないで
しょう。
　最後に，いま求められている研究ということです
が，まず新たな集団的労使関係の再構築という大きな
テーマがあると思います。つぎに，日本の特に大手企
業にみられる企業コミュニティといいますか，会社共
同体的なるものをどうしていくのかということが厳し
く問われていると感じています。多くのメリットはあ
るのですが，やはりこれは家父長制的であり，デュア
リズムといいますか，正社員と非正社員の区別が鮮明
なものです。それが長時間労働を生みやすいとか，さ
まざまな問題発生の温床になっているのではないかと
思います。机上の空論に陥ることなく，そして軸足も
動かすことなく，会社共同体をどのように改革してい
くことができるかという大きな課題があると考えてい
ます。
　もうひとつはマクロの人的資源管理問題でしょう
か。労働力人口の長期縮減ということが展望されるな
かで，学校と職場との有機的システムをどう構築して
いくのか，中小企業の人材確保をどうするのか。すで
に一部で進みつつありますが，マクロ能力開発とその
社会的な能力認定システムとか，そういうことにもも
う少し関心を注ぐ必要があると思っています。さらに
いえば，研究開発投資を含めて，日本でも高度人材の
育成あるいは投資といったことにもっと注力して人材
の質をどう高めていくのか，公共政策だけでなく企業
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や学校や地域社会，そして個人の努力がいよいよ求め
られるようになっていると思います。

Ⅲ　さいごに──『日本労働研究雑誌』が
今後果たすべき役割とは

　仁田　それでは最後に，まとめとして皆さんに一言
ずつお話しいただきたいと思いますが，その中でもし
できれば，「日本労働研究雑誌」は今後どういう役割
を果たしていけばいいのかということもお願いできれ
ばと思います。では大橋先生いかがでしょう。
　大橋　これは研究雑誌についてというより労働経済
学全般についてなんですが，今，官庁の研究機関や民
間のシンクタンクなどで研究プロジェクトが立ち上が
ると，そこでデータが入手できますよね。それ自体は
非常に多彩で豊富なデータなのですが，それをあまり
深掘りしないまま，分析して報告書を書いてすぐ終
わってしまうというケースが多い。もしいい調査があ
ればみんなで議論していくような，そういう仕組みが
あればいいのかなという気はしています。
　その意味では，東大社研のアーカイブはよく利用さ
れていてとてもすばらしい仕組みだと思いますね。あ
れを使って何かカンファレンスのようなこともされて
いるようですし，そういうことがもっと展開されると
いいと思います。
　それからもう一つ，この雑誌では投稿論文のウェイ
トが多くないので，依頼論文の質を上げるということ
が非常に重要になってくると思います。ですからその
ためには，執筆期間をなるべく長目にとって依頼した
り，書きあがってきた論文は編集委員の方で事前に目
を通して，場合によっては少し改訂をしてもらったり
することも大事かと思います。
　仁田　海外の学術雑誌では，Edited Volume という
のがあって，それをそのままやることは現状では難し
いと思いますけれども，何か方法を考えられてもいい
かもしれませんね。
　投稿論文の仕組みが確立する前まで，投稿なのか依
頼なのか持ち込みなのかがはっきりしない時代があり
まして，過渡期がちょうど私が編集委員をやっている
ころでした。その後，投稿論文のシステムがある程度
確立した。1984 年には投稿規程が整備されて雑誌の
裏に明記されるようになりましたし，それは雑誌とし

てはかなり進歩だったんじゃないかと思います。で
は，菅野先生はいかがでしょうか。
　菅野　労働研究雑誌の 50 年をずっと見ていくと，
その専門分野の方しかわからないような論文が書かれ
ていた時代から，それぞれにわかり合って対話ができ
る論文を載せた雑誌にだんだんなってきたなという感
じがしています。そういう特色，つまりは学際的な対
話なり交流を行う雑誌としての特色を伸ばしていって
ほしいですね。
　その中では特に，比較研究，歴史研究，それから変
化を含めた実態の研究，それらをアカデミックに行っ
ていってほしいということ，それから仁田先生が言わ
れた将来展望ということに関連していえば，世間一般
ではジャーナリスティックな表現でいろいろな問題が
語られるわけですけれども，それはほんとうにそうな
のか，学問的，客観的にデータの裏づけをもって見る
と，ほんとうの問題は何なのかを常に意識して明らか
にしていく雑誌になると，すばらしいと思います。
　仁田　ありがとうございました。では，最後に稲上
先生，お願いします。
　稲上　いま私は編集人ということで，もっぱら諸先
生からご助言をいただく立場にあるのですが，この雑
誌に託されている役割という点でいえば，いまの時代
状況では当機構のミッションとの関連が大切ではない
かと思っています。ひとことでいえば，労働政策の企
画立案の質を高めていくことに貢献できるようなもの
でありたいということです。
　毎号のテーマでいえば，政策的なイシューを取り上
げるという編集方針になっていますが，それはいま触
れたような文脈に照らして大事なことだと思います。
　もうひとつ，機構の労働政策研究は政労使から中立
的で客観的な高度な分析でなくてはならないのです
が，そのためには，学問世界の新鮮で先端的な研究動
向を積極的に吸収していく必要があります。そういう
意味で，この雑誌が高い学術水準を維持し，国際的な
視野の広がりをもって編集されていることはとても大
切なことだと考えています。そういうこともあって，
機構の研究員も参加していますが，編集委員は各領域
のリーディングな先生方にお願いしています。
　それから，さきほどもお話がありましたが，労働政
策研究は学際的な知見に依拠する必要がありますの
で，この雑誌は今後とも日本における学際的な労働研
究のプラットフォーラムとしての役割を担っていかな
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ければならないと思っています。
　さらに中長期的には，若手研究者の育成機能という
こともとても大切なことですから，この雑誌はこれか
らも若手労働研究者の登竜門としての役割を果たして

いきたいと考えています。
　仁田　本日は長時間にわたりましてありがとうござ
いました。お疲れ様でございました。

（2010 年 3 月 26 日：東京にて）




